
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

― 平谷村総合戦略― 
 

長野県 平谷村 
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平谷村総合戦略の概略 

 

人口ビジョン 2060 年 総人口 400 人維持のために進める施策 

 

３つの視点１：子どもを産み、育てたくなる幸せな村の子育て支援の充実 

安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進 

３つの視点２：仕事の創造と観光地としての魅力あるむらづくり 

起業支援や、新規就農者への支援、人材育成、南信州の恵まれた自然資源を活かした

魅力ある観光地づくり 

３つの視点３：安心して住み続けられる良好な生活環境の確保 

コミュニティ存続支援、村の安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 3 しごと創出に関する 平成 31(2019)年の数値目標 

・年間交流人口数：５年間で６万人増加、年間 30万人（2014 年 24 万人） 

 

基本目標ごとの数値目標を達成するための、今後５年間の具体的施策内容の提示 
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基本目標２ 人材定着に関する 平成 31(2019)年の数値目標 

・転入者数 H25:29 人 ⇒H27～31:延べ 160人 

 

基本目標１ 子育て充実に関する 平成 31(2019)年の数値目標 

・年少人口(0～14 歳) 

 H26：58 人⇒H31：60人 

基本目標４ 地域での暮らしに関する 平成 31(2019)年の数値目標 

・平谷村への郷土愛（住み続ける・たぶん住み続ける） 

 63.9％ ⇒ 70.0％  
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第１節．総合戦略策定の趣旨 

日本は、2008 年以降、人口減少局面に入っており、今後、2050 年には 9,700 万人程度となり、

2100 年には 5,000 万人を割り込む水準にまで減少するとの推計があります。加えて、地方と東

京圏の経済格差拡大等が、若い世代の地方からの流出と、首都圏、東京圏への一極集中を招いて

います。このような現状を是正し、それぞれの地域で快適に暮らせる環境を確保し、将来にわた

って活力ある社会を維持していくことが、我々の課題となっています。 

このため、平成 26年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、国では、国民一人ひ

とりが夢や希望をもち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を形成す

ること（まち）、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保を図ること（ひと）、地域におけ

る魅力ある多様な就業の機会の創出（しごと）の一体的な推進を図ることが示されました。そし

て、平成 26 年 12月 27日に、人口の現状と将来の姿を示し、今後めざすべき将来の方向を提示

する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体

的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」がそれぞれ閣議決定されました。 

本村においても、国勢調査がはじまった昭和 30年には 1,234 人だった人口と比べ減少してい

ます。人口減少は、本村の経済に大きな影響を与えており、コミュニティ意識の希薄化など、地

域活力の衰退にもつながってきています。 

このように、本村では、人口減少が地域経済の縮小を呼び、さらには地域活力の低下を招くと

いった負の悪循環に陥っています。そこで、この悪循環を断ち切り、人口減少と地域経済の縮小

を克服し、本村で「ひと」をつくり、その「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」をつくると

いう、まち・ひと・しごとの創生と、本村経済の持続的な好循環を確立するため、国や県等の動

向を踏まえながら、「平谷村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「平谷村総合戦略」とい

う）を策定するものとします。 
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第２節．計画の位置づけ 

本総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」第 10 条に基づく「市町村まち・ひと・しごと

創生総合戦略」であり、国・県の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案して策定したもの

です。また、本村における人口の現状と今後の展望を示した「平谷村人口ビジョン」を踏まえて

策定しています。 

また、本村総合計画や各分野個別計画との整合を図りながら、今後５年間に取り組む人口減少

対策の重点施策としてとりまとめたものです。 

 

 

第３節．計画の期間 

本総合戦略の期間は、平成 27年度から平成 31年度までの５年間とします。なお、社会環境の

変化、施策の進捗など状況変化があった場合は、必要に応じて見直すものとします。 

 

 

第４節．総合計画との関係 

本総合戦略は、本村の最上位計画である総合計画との整合を図りつつ、長期的な視点に立って、

人口減少克服・地方創生の目的を達成するための具体的な目標、施策を位置づけるものです。総

合計画や各分野の個別計画において、本村の様々な分野にわたる総合的な振興・発展をめざすな

かで、本総合戦略の目的を達成する観点から、戦略的、一体的に施策を推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政 策         基本構想 

施 策         基本計画 

事 業         実施計画 

総合計画 

総合戦略 

まちの 

将来像 
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Ⅱ 計画の基本方針 
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第１節．背景、課題 

本村「人口ビジョン」では、中長期展望として「2060 年に 400 人程度を維持すること」が示

されています。これを実現するためには、出生率の向上を図り、人口減少に歯止めをかけること

が必要です。 

若い世代の結婚・子育ての希望が実現すると、本村の合計特殊出生率は、1.84 程度の水準ま

で改善することが見込まれるため、若い世代の希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ること

が必要です。 

また本村では、10代後半から 20代の若い世代を中心として、就学・就職を機に都市部へ転出

し、その後地元へ戻らないことが人口減少の大きな要因となっています。こうした若者の流出は、

年間約 20 人の転出超過として続いており、さらに拡大する兆しもみられるため、この是正に取

り組むことが必要です。 

 

 

第２節．総合戦略の推進方針 

本村総合計画においては、「定住促進」を重点課題として位置づけ、村内事業における雇用の

維持・拡充、企業誘致や観光産業の振興等による新たな雇用創出を図るとともに、子育て関連・

学校教育関連施策の充実、福祉サービス・生活基盤の充実など「住みたい」「住み続けたい」場

としての魅力向上に積極的に取り組んでいます。 

この方向性をふまえ、本村の資源を最大限に活用しながら、人口減少に歯止めをかけ、地域経

済力を高める具体的かつ効果的な取組をより積極的に推進し、本村の創生を果たします。 

この戦略的取組を、村民、地域、団体、企業、行政などが共有し、それぞれが主体性をもちな

がら、課題解決と成果をもたらす新たな施策を展開していくことが重要であり、国の支援制度を

積極的に活用し、県や近隣市町とも連携して取り組んでいくものとします。 
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第３節．政策５原則をふまえた施策の推進 

国の「政策５原則」（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視）の趣旨を踏まえ、効果的

な施策の推進を図ります。 

◆ 国の総合戦略における政策５原則抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節．計画の進捗管理 

総合戦略は、住民、地域、団体、企業、行政など村全体で共有し、協働して推進する計画であ

るため、計画策定（Ｐｌａｎ）、推進（Ｄｏ）、点検・評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏ

ｎ）の各過程においても、村全体が関わる体制を構築し、高い実効性を確保することが必要とな

ります。 

そこで、村内一体となって推進し・効果を検証していくため、村民を中心とする有識者会議を

設置します。また、村議会においても、効果検証の段階において確認を頂くものとします。あわ

せて、本村地域のみでは対応できない課題等においては、必要に応じて、国、県、近隣市町村と

の連携を図ります。 

また、総合戦略の推進にあたっては、政策分野ごとの基本目標と具体的な施策を示し、各施策

の効果を客観的に検証できる指標（重要業績評価指標=ＫＰＩ）を設定し、ＰＤＣＡサイクルに

より、実効性を高めます。各数値目標、指標については、実施した事業の量を測定するものでは

なく、その結果によって得られた成果を測定する成果指標を原則とし、目標を明確化することで、

村全体での目標の共有化と成果を重視した取組の展開を図ります。 

 
 

第５節．国や県、近隣自治体との連携推進 

国、県の地域連携施策を活用しつつ、近隣自治体をはじめとする地域間の広域連携を積極的に

進めます。 

  

（１）自立性 

各施策、構造的な問題に対処し、地方公共団体等の自立につながるようにする。 

（２）将来性 

地方が自主的かつ主体的に、前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置く。 

（３）地域性 

各地域の実態に合った施策を支援することとし、各地域は客観的データに基づき実状分析や将来予測を行い、「地方版まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、同戦略に沿った施策を実施できる枠組みを整備する。 

（４）直接性 

限られた財源や時間の中で、最大限の成果を上がるため、施策を集中的に実施する。住民代表・産官学金労の連携を促すこ

とにより、政策の効果をより高める工夫を行う。 

（５）結果重視 

明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的な指標により検証し、必要

な改善等を行う。 
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Ⅲ 政策の方向 
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第１節．将来展望人口に向けた取組の方向 

平谷村人口ビジョンにて、将来展望人口の確保実現に向けた、今後５年間に向かうべき方向性

を以下の３つの方向性として示しており、これらの方向性に合った施策を進める上で、目的別に

４つの基本目標を掲げ、施策を推進します。 

 

方向性１：子どもを産み、育てたくなる幸せな村の子育て支援の充実 
安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進 

 

方向性２：仕事の創造と観光地としての魅力あるむらづくり 
起業支援や、新規就農者への支援、人材育成、南信州の恵まれた自然資源を活かした魅力ある観

光地づくり 

 

方向性３：安心して住み続けられる良好な生活環境の確保 
コミュニティ存続支援、村の安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

子どもを産み、育てたくな

る幸せな村の子育て支援

の充実 

「楽しい」をしごとに、地域産業振興戦略 

時代に対応した元気のある地域づくり戦略 

みんなで支える子育て安心戦略 

 

未来を担う人材定着戦略 

仕事の創造と観光地とし

ての魅力あるむらづくり 
安心して住み続けられる良

好な生活環境の確保 

× × 
方向性１ 

 

方向性２ 

 

方向性３ 
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第２節 基本目標 

「平谷村人口ビジョン」に示された方向性を加味し、将来人口ビジョンの実現に向けた本村の

総合戦略として、以下を基本目標とし、施策を推進します。 

 

（１）みんなで支える子育て安心戦略 

 

 

 

 

 

≪基本的方向≫ 

南信州の雄大な自然と、絆が深い住民コミュニティの中で子どもをのびのびと育める環境づ

くりに取り組みます。核家族化や共働き世帯の増加により、子育てに係るニーズは増大・多様化

しており、きめ細かな対応が求められています。そのため、若い世代の出産、子育てに関する希

望が実現できるよう、結婚、妊娠、出産、育児の切れ目のない支援を充実させるとともに、世代

間交流を積極的に行うことができる施策を講じることで、子育て世代の心身にかかる負担を軽

減し、人々とのつながりを重視した「村全体で子育てに参加できる」意識の醸成を図り、子ども

を産み育てやすい環境づくりを推進します。 

 

 

（２）未来を担う人材定着戦略 

 

 

 

 

 

≪基本的方向≫ 

本村の地域特性を活かした特色ある学校教育の推進や、地域と連携した学校運営支援等を行

うことにより、知・徳・体のバランスがとれ、“社会を生き抜く力”をもった子どもの成長を支

援します。 

本村ならではの観光・自然資源を積極的に活用し、移住・定住を見据えた施策を推進します。

あわせて、村のＰＲ戦略の推進により、本村の魅力を内外に浸透させ、本村の認知度向上やイメ

ージアップ、特産品の販売拡大、来訪者、移住者の増加を図ります。 

また、都市部から本村への移住・定着に結びつけるため、定住促進策として、サテラ

イトオフィスの誘致やテレワークの推進を図るとともに、総合的な相談窓口を設置し受け

入れ体制を充実します。 

 

基本目標２ 人材定着 平成 31(2019)年の数値目標 

・転入者数  

平成 25年:29人⇒平成 27 年～31年:延べ 160 人 

 

基本目標１ 子育て充実 平成 31(2019)年の数値目標 

・年少人口(0～14歳) 

平成 26 年：58人⇒平成 31年：60人 
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（３）「楽しい」をしごとに、地域産業振興戦略 

 

 

 

 

≪基本的方向≫ 

都市部への人口流出を是正するとともに、一旦村外へ出た若者が再び戻り、定着するためには、

本村の産業を活性化させ、雇用の創出を図ることが重要です。そのため、本村の雇用を支える基

幹産業の強化と関連産業の集積を図ります。また、サービス産業や農林水産業、観光等の付加価

値を高め、多様な働く場を創出することにより、若者が安心して働くことができる環境の整備を

推進します。 

本村の総面積 7,737haのうち 7,374haが森林面積となっており、その割合は総面積の実に 95％

を占めています。森林整備計画に基づき、適切な伐採や植林等を計画的に推進します。 

 

 

（４）時代に対応した元気のある地域づくり戦略 

 

 

 

 

 

≪基本的方向≫ 

人口が減少する社会の中で、住民一人ひとりが安心して心豊かに暮らしていくことができ、持

続的に発展する魅力的な地域となるような施策を進めます。具体的には、地域における生活拠点

の整備をはじめ、公共交通のネットワークの充実と利便性の向上を図る他、防災対策、再生可能

エネルギーの活用など、本村の地域的特性や資源を最大限に活用した地域振興を行い、本村を持

続可能な地域にします。 

 

 

  

基本目標３ 仕事のこと 平成 31(2019)年の数値目標 

・年間交流人口数：５年間で６万人増加、年間 30万人（2014年 24万人） 

基本目標４ 地域での暮らし 平成 31(2019)年の数値目標 

・平谷村への郷土愛（住民アンケートで「住み続ける・たぶん住み続ける」と答えた割合） 

 平成 27年 63.9％ ⇒ 平成 31年 70.0％ 
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子どもを産み育てる人への一貫支援 

子どもを産み育てる人への一貫支援     Ｐ●●へ 

 

平谷村ならではの魅力ある子育て環境づくり 

第３節 基本目標に基づく具体的な施策の展開 

 

基本目標１ みんなで支える子育て安心戦略 

基本目標１ みんなで支える子育て安心戦略 
～こども成長を地域で見守る～ 

 

○若い世代の希望を実現するため、経済的安定をもたらす支援を図り、不安なく結婚から

子育て期に移行できる周辺環境づくりを推進します。 

 

○子どもが少ないからこそ実施できる、マンツーマン支援に取り組み、親子ともに健やか

に暮らせる子育て支援の充実に努めます。 

 

○地域住民の協力のもと、村全体で子育てを応援する機運を醸成し、子育て世代の希望が

叶えられる子育て環境を構築するため、住民同士の親睦づくりに努め、地域コミュニテ

ィを形成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 子育て充実 平成 31(2019)年の数値目標 

・年少人口(0～14 歳) 

平成 26年：58人 ⇒ 平成 31年：60人 

 

子育て施策
テーマ１ 

子育て施策
テーマ２ 
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★子育て施策テーマ１ 子どもを産み育てる人への一貫支援 

国の戦略パッケージ： 

（ウ）子ども・子育て支援の充実   （ア）若い世代の経済的安定 

 

 

子育て施策① 結婚と定住の環境づくり 

独身者に向けた結婚へのサポートを充実し、婚活イベント実施等による「出会いから結婚に至

るきっかけづくり」を図ります。また、広く参加者を求めていく中で、結婚を前提とした思考と

合わせ、「田舎暮らし」思考を持っている人への情報伝達方法を検討し、効果的な情報発信に努

めます。また、結婚後の定住先として引き続き、本村での暮らしを快適に続けられる相談窓口を

設置し、定住の相談、支援を検討・実施します。 

 

■主な事業■ 

・広域開催を視野に入れた婚活イベントの開催支援 

・結婚後の定住支援策の実施 

・結婚祝金 

・移住・定住に関わる総合的な窓口の設置 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

成婚数 ０組(H26) ⇒ 
５組 

(H27～H31) 

 

 

子育て施策② 子ども・子育て支援の充実 

保育事業を主とした、子ども・子育て支援事業計画に基づく支援事業の実施や内容の充実を図

り、子育て世代に喜ばれる「子育てしやすい平谷村」となるよう、支援を実施します。また、子

育てしながら働きやすい村の環境づくりを推進します。 

また、村内公共施設等の開放等による子育て世代の憩いの場を提供し、保護者同士のネットワ

ーク構築を支援します。 

 

■主な事業■ 

・保育所の円滑運営（保育標準時間・保育短時間への対応、延長保育の実施等） 

・親子の居場所づくり（保健センターの開放、社会福祉協議会の利用、各種教室の実施） 

・子育てのための情報提供（年間行事カレンダー作成等） 

・公園の整備 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

子育ての環境や支援への満足度が高い・やや高い 26％（H25） ⇒ 50％ 
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★子育て施策テーマ２ 平谷村ならではの魅力ある子育て環境づくり 

国の戦略パッケージ： 

（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

（エ）仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現 

 

 

子育て施策③ 子どもの健やかな成長のための支援 

すべての子ども健やかな成長の実現に向けて、安全な妊娠・出産の確保と育児不安の軽減・解

消、子どもの疾病予防などを目的とした健康相談や家庭訪問の充実を図り、妊娠期から育児まで

切れ目のない子育て支援を行います。 

また、子どもたちの健やかな成長のためには、保護者自身が子育てに自信と喜びを感じ、ゆと

りを持って子育てすることが重要であるため、保護者へ学習機会の提供や行政との意見交換の

場をつくります。 

 

■主な事業■ 

・妊婦健康診査事業 

・乳児家庭訪問事業 

・保護者への学習事業の実施 

・子ども、子育て会議の実施 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

子ども、子育て会議の実施 ０回（H26） ⇒ 年１回 
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子育て施策④ 平谷村ならではの子育て支援充実 

子ども・子育て支援事業計画を柱とした切れ目のない子育て支援事業を実施していくととも

に、過疎対策で講じる支援事業実施を推進します。 

 

■主な事業■ 

・出産祝金 

・育児手当 

・入学祝金 

・福祉医療費補助 

・給食費補助 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

乳幼児の転出者数 ０人（H26） ⇒ ０人 

 

 

 

子育て施策⑤ 仕事と家庭の調和の実現 

仕事と家庭の調和がとれたライフスタイルの実現のため、産休、育休の取得、短時間勤務や子

どもの急病等やむを得ない理由による臨時休暇等が取得しやすい社会体質になるよう、職場へ

の働きかけを実施するとともに、子育て支援に積極的な企業への優遇策等、仕事と家庭のバラン

スに配慮した柔軟な働き方ができる職場環境づくりを推進します。 

また、共働き世帯や母子・父子家庭など家族構成や家庭環境等が多様化する背景で、子育て世

代の仕事と家庭の両立ができるよう、学童保育の導入を検討し、地域や社会で子育てを支える環

境づくりを進めます。 

 

■主な事業■ 

・村内企業への産休、育休の取組促進及び優遇策の検討 

・子育て世帯への通勤補助の検討 

・学童保育の検討 

・広域入所 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

学童保育の実施 ０施設（H26） ⇒ １施設 
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多用な人材の定着 

子どもを産み育てる人への一貫支援     Ｐ●●へ 

 

イノベーションを誘発する企業・研究人材の誘致 

知の集積と教育の充実 

子どもを産み育てる人への一貫支援     Ｐ●●へ 

 

 

基本目標２ 未来を担う人材定着戦略 

基本目標２ 未来を担う人材定着戦略 
～ひとの流れをつくり、定住を図る～ 

 

○本村が持つ特徴をＰＲし、移住・定住促進を図るとともに交流人口の増加を図ります。 

 

〇郷土への愛着心を育むことで次世代の人づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人材定着施策
テーマ１ 

人材定着施策
テーマ３ 

基本目標２ 人材定着 平成 31(2019)年の数値目標 

・転入者数 平成 25年:29 人 ⇒平成 27 年～31年:延べ 160 人 

人材定着施策
テーマ２ 
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★人材定着施策テーマ１ 多様な人材の定着 

国の戦略パッケージ： 

（ア）地方移住の推進・お試し居住、二地域居住の推進  ・日本版 CCRC 

・地域おこし協力隊と田舎で働き隊の統合拡充 

 

 

人材定着の施策① 移住・定住の促進 

移住希望（ＵＩＪターン）先としての本村の魅力を発信し、積極的な受入の相談・支援を行な

います。また、移住・定住者の相談に柔軟に対応し、希望者の意向と村のニーズが合致する「平

谷村にふさわしい人材」を誘致します。 

また、それら移住・定住者への経済的な支援を検討・実施するとともに、地域おこし協力隊事

業等での仕事の確保や、村の暮らしに慣れるための調整役として、人的支援を図ります。 

 

■主な事業■ 

・移住・定住促進のための情報発信 

・総合的な相談窓口の設置 

・移住者への助成や支援 

・地域おこし協力隊による地域振興 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

移住・定住促進の問い合わせ数 ３件(H26) ⇒ 
20件 

(H27～H31) 

 

  



17 

 

 ★人材定着施策テーマ２ イノベーションを誘発する企業・研究人材の誘致 

国の戦略パッケージ： 

（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地域採用・就労の拡大 

 

 

人材定着の施策② 平谷村サテライトビレッジ構想 

リニア開業後は東京から２時間圏内となる本村の利便性を活かし、サテライトオフィス誘致

やテレワーク等の推進による在宅勤務等ができる環境づくりに取り組みます。本村の涼しい気

候を利用したサーバー設置の誘致等、地域の特徴を活かした遠隔地オフィス誘致を図ります。 

また、テレワークができる環境づくりを進め、通勤が難しい人が自宅でも仕事ができることが

可能な環境の整備に努めます。特に基盤となる情報網（固定系超高速ブロードバンド）の整備推

進を行います。 

 

■主な事業■ 

・サテライトオフィスの誘致 

・テレワーク推進のための取組 

・情報網基盤整備（固定系超高速ブロードバンド） 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

サテライトオフィス相談件数 基準値なし(H26) ⇒ 4件 

(H27～H31) 
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 ★人材定着施策テーマ３ 知の集積と教育の充実 

国の戦略パッケージ： 

地域人材の育成    地元学生定着の促進 

 

 

人材定着の施策③ ふるさと人材育成の推進 

歴史的にも「伊那街道」「飯田街道」と呼ばれ、「塩の道」として様々な人々が行き交うまち

として重要な役割を果たしてきた平谷村は、豊かな自然に囲まれた魅力的な暮らしの場である

ため、一旦村外へ就学・就職等で出ていった人が、生まれ育った故郷への回帰を選ぶために、ふ

るさと平谷への愛着と望郷の念が育まれる、特色ある教育を検討、実施します。 

小学校教育において、郷土に対する知識が深まる教育カリキュラムを取り入れ、高校や大学進

学の際に村をでたあとも、平谷村を愛し、ふるさとへ帰ってくる次世代の人づくりに取り組みま

す。 

また、小学校生活が少人数のため、中学、高校への接続期に急激な環境の変化による対応に苦

慮する可能性を考慮し、年少時期から、大人数の中で社会生活を営むトレーニング要素がある交

流授業等を実施し、子どもの健やかな育ちを支援します。 

 

■主な事業■ 

・「郷土を知る」授業の実施 

・他学校との交流事業 

・就労奨励金 

 
 
重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

郷土を知る授業の実施回数 基準値なし(H26) ⇒ 10回 
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「貢献」と「自立」の経済構造への転換 

 

経済の自立的発展を支える担い手確保 

基本目標３ 経済自立戦略 

基本目標３ 「楽しい」をしごとに、地域産業振興戦略 
～しごとの発展と地域経済の活性化を図る～ 

 

○観光を軸とした基幹産業の強化と、既存事業所及び魅力的で新しい仕事づくりを支援し

ます。 

 

○村外へ向けての特産品開発やブランド品づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しごとの施策
テーマ１ 

 

しごとの施策
テーマ２ 

 

基本目標３ 仕事のこと 平成 31(2019)年の数値目標 

・年間交流人口：５年間で６万人増加、30万人（2014 年 24万人） 
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★しごと施策テーマ１ 「貢献」と「自立」の経済構造への転換 

 

国の戦略パッケージ： 

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 

 

 

しごとの施策① 村内企業安定と起業の推進 

村内各種事業者への聞き取り調査を実施し、事業者のニーズや課題をまとめることで、今後の

施策へ反映させる材料とします。 

各事業主との交流を深め、新商品開発や協働プロジェクト等の構築に向けた基盤づくりを支

援し、村内の経済活動を活発にします。 

既存の各事業所、事業者と起業者への相談窓口を設置し、経済の安定化を図ります。 

 

■主な事業■ 

・ヒアリングのための「仕事づくりプロジェクトチーム（仮称）」の結成 

・村内事業所、事業者への聞き取り調査、助成 

・プレミアム商品券の発行 

・事業者、起業の相談窓口の設置、支援 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

村内事業者への聞き取り実施 基準値なし(H26) ⇒ 全事業所に年 1度 
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しごとの施策② 地域産業の情報発信強化 

平谷村の特徴、産物、見所等を動画で紹介し、注目性をあげ、村内に呼び込み、地域経済の活

性化を図ります。具体的には、様々な長さの動画を用意し、物産展等様々な場での活用により、

村の農作物の流通を図る等、地域経済の活性化を図ります。 

村のホームページをリニューアルし、村民への情報発信を充実させるとともに、村外の人に向

けた情報発信に努めます。 

 

■主な事業■ 

・ＰＲ用コンテンツ制作と配信 

・村のホームページのリニューアル 

・ＵＪＩターン者向け相談窓口の設置 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

ホームページの年間アクセス数 
166,000件 

(H26) 
⇒ 200,000件 
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しごとの施策③ 観光の振興と充実 

村の観光拠点の更なる充実を図り、交流人口の増加を目指します。そして、一年を通じて、観

光客が少ない冬季の観光客入込数増加のため、イルミネーション、アイスキャンドル等イベント

を企画し、観光客の増加と滞在時間の延長を生み出します。 

また、観光地としての魅力向上、情報発信のため、村内の観光施設等への公衆無線ＬＡＮの整

備を進めるとともに、村内旧跡や景観散策するためレンタル自転車の導入やスキー場等の既存

施設を利用した夏季シーズンの映画鑑賞会や音楽イベント、各種大会の誘致や星空観察会、森林

セラピーイベント開催等、豊かな自然環境を活かした事業、農山村地域である条件を利用したグ

リーンツーリズム等、村内企業、団体、住民が連携した滞在型の観光振興について検討します。 

 

■主な事業■ 

・イルミネーションイベントの実施検討 

・観光地公衆無線ＬＡＮの整備 

・観光案内所等、観光事業への支援 

・レンタル自転車の導入検討 

・高嶺山・大滝等観光地を利用した滞在型観光事業への支援 

・観光施設の維持修繕 

・観光資源の再発掘、整備 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

休日の「滞在人口月別推移」 

12月 1,500 人 

１月 2,700 人 

２月 2,500 人 

⇒ いずれも増加 

 

  

RESAS 平谷村 滞在人口推移 参照 
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 ★しごと施策テーマ２ 経済の自立的発展を支える担い手の確保 

国の戦略パッケージ：  

（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策 

（オ）地域産業の競争力強化 

 

 

しごとの施策④ 第一次産業担い手育成 

一次産業（農業・林業）の新たな担い手を育成・確保するため、それぞれの業種において、就

業する機会を増やし、新規就業者への支援、新規就業者を雇用する者への支援、親元就業者への

支援等を行うことにより、新規就業者の増加、定着につなげます。 

村内の事業所、あるいは新しい「小さな拠点」等で活躍できる人材育成に努めます。具体的に

はインターンシップ等での若者のお試し就労や高齢者、障がいのある人の就労環境の整備を推

進します。 

また、農地では、遊休農地を増やさないために、観光農園や酒米作り等で農地の有効活用を行

う。山林では、村の総面積の多くをしめる森林資源を有効活用するために、平成 30 年度までの

計画である「平谷村森林整備計画」に基づき、計画的かつ効果的な事業実施に努めます。 

 

■主な事業■ 

・青年就農給付金 

・親元就業者支援、新規参入業者支援 

・林業者雇用、後継者育成事業 

・研修費助成等 

・農地有効活用及び森林整備事業 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

第一次産業への「新規」就業者数 ０人（H26） ⇒ 
５人 

(H27～H31) 
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しごとの施策⑤ 仕事に就くための支援 

地域での人材育成を狙い、運輸業における運転免許、福祉系資格、建築系資格など、特に人材

を必要としている業種に関連する資格の取得を助成することで、求職者及び従業員の職業能力

開発を促進し、雇用の定着につなげます。また、村内の空き家や共同店舗等にて、低予算で店舗

経営が始めることができる「チャレンジ出店」に対するサポート、起業に向けての相談等の窓口

を設置し、総合的な支援を検討します。 

 

■主な事業■ 

・資格取得受講料等の支援（雇用促進対策制度） 

・チャレンジ出店の支援 

・事業者、創業者向けワンストップ相談窓口の設置 

・情報網基盤整備（固定系超高速ブロードバンド）要望活動 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

雇用促進対策制度利用件数 基準値なし(H26) ⇒ 10件 

(H27～H31) 

 

 

しごとの施策⑥ 産業振興に寄与する「知の拠点」の形成 

地域産業の持続的な発展を支援する南信州・飯田産業センターの機能強化、新分野への挑戦

を支援する公的試験場としての役割を担う工業技術センター・飯田 EMCセンターの機能強化、

産学官金連携による信州大学共同研究講座の設置など、産業振興に寄与する知の拠点の形成

に、飯田下伊那 14市町村が連携して取り組みます。 

 

 

■主な事業■ 

・信州大学と連携した航空機産業分野の新たな挑戦に向けた人材育成と技術開発力の強化 

 飯田下伊那地域による広域連携事業 

・飯田下伊那地域における航空機産業分野の人材育成と技術開発力の強化 広域連携事業 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

工業技術センター・ＥＭＣセンター利用件数 932 件(H26) ⇒ 1,200件 

共同研究講座学位取得者数 ０人(H26) ⇒ 10人 
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確かな暮らしを支える地域構造の構築 

 

信州に根づくつながりの継承 

地域の絆に立脚する「しあわせ健康県」の実現 

基本目標４ 時代に対応した元気のある地域づくり戦略 
～ちいきをつくり、安全安心な暮らしを守る～ 

 

○地域住民の連携強化と広域連携により安心で安全な暮らしの確保と元気づくりの包括

的支援を推進します。 

 

○地域内施設の有効的な利活用や村民が抱える問題について、各自治会をはじめとする場

において検討するとともに、暮らしの課題解決を図り、現在の住民流出の減少と定住促進

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標４ 地域での暮らし 平成 31(2019)年の数値目標 

・平谷村への郷土愛（住み続ける・たぶん住み続ける） 

 63.9％ ⇒ 70.0％  

暮らしの施策
テーマ３ 

 

暮らしの施策
テーマ１ 

 

暮らしの施策
テーマ２ 
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★暮らし（地域づくり）施策テーマ１ 確かな暮らしを支える地域構造の構築 

国の戦略パッケージ： 

（ア）中山間地域における「小さな拠点」の形成 

（イ）地方都市における経済・生活圏の形成 

（エ）人口減少等をふまえた既存ストックのマネジメント強化 

（オ）地域連携による経済・生活圏の形成 

（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 

 

 
 
暮らし（地域）の施策① 自治会の充実や体制の強化 

 

最も身近な地域において、従来から住民連携の要として機能してきた自治会の果たす役割は

重要であり、今後も発展させるため、活動拠点となる施設の整備を検討します。また、自治会再

編も視野にいれた自治会の在り方検討会を開催し、自治会の運営、活動、生活環境等トータル的

な検討会を開催し、自治会の問題解決に向け取り組みます。 

 

■主な事業■ 

・自治会集会所建設 

・自治会在り方検討会の開催 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

自治会在り方検討会 ０回(H26) ⇒ ８回 

(H27～H31) 
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暮らし（地域）の施策② 公共施設等の利活用と整備の推進 

公共施設等の有効活用について、民間活力を利用し、アイデア構築から事業展開への支援を行

ない、地域の活性化及び雇用機会の拡大を図ります。 

地域内に存在する空き家は、所有者との折衝を行政が、利活用については住民等民間が主導す

ることで、官民協働による総合的な空き家対策を講じていきます。 

また、確かな暮らし実現のための拠点となる村営住宅は、自治会や入居者のニーズに柔軟に対

応し、修繕・建設を進めていきます。 

 

■主な事業■ 

・空き家や空き店舗の把握調査、相談窓口の設置 

・遊休施設等の利活用検討会の実施 

・公共施設等総合管理計画の策定 

・村営住宅建設 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

村営住宅建設 ０戸(H26) ⇒ 
５戸 

(H27～H31) 

 

 

 

暮らし（地域）の施策③ 地域連携による経済・生活圏の形成 

飯田市を中心とした南信州広域連合をはじめ、下伊那西部戦略会議、三遠南信地域連携ビジョ

ン推進会議（ＳＥＮＡ）、下伊那西南部６町村によるＣＡＴＶ施設、矢作川上下流における交流、

また、地域内の企業、金融、団体、各種機関等の様々な連携の強化を進めます。 

特に定住自立圏共生ビジョンに基づく施策を展開します。魅力ある圏域づくりのため、にぎわ

いの創出及び圏域内外の住民との交流の拠点づくりとして、観光資源の魅力向上を図るため「今

ある村の資源」を活かす取組内容の検討を進めます。 

また、誰もが安心して暮らせる生活環境基盤のため、交通ネットワークの維持を図ります。 

 

■主な事業■ 

・西部コミュニティバス 

・観光資源の魅力向上 

・鳥獣害防止総合対策 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

西部コミュニティバス年間利用者 11,000 人 

（H26） 
⇒ 12,000 人 
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暮らし（地域）の施策④ 地域防災の強化と環境の確保 

地域防災等の充実強化 

地域防災力の強化と消防団組織の充実について取り組みます。近年のゲリラ豪雨等、自然災害

についての脅威は増しており、高齢者が多い本村での防災力向上と消防団の役割は非常に重要

となっています。また、有事の際の拠点となる各自治会避難所、避難生活に必要な物品を整備し

ます。 

ＩＣＴ利活用による地域防災の充実 

防災無線、タブレット端末等を利用した情報の早期伝達による住民の安全確保、また住民から

被害状況等の情報提供による迅速な状況把握の仕組みをつくります。寄せられる情報の分析と

課題抽出ができるＩＣＴ活用を図ります。 

 

■主な事業■ 

・備蓄物資の充実 

・消防団員の装備充実 

・避難所の整備 

・防災無線デジタル化整備事業 

・公衆無線 LAN整備  

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

消防団員数 32人(H26) ⇒ 35人 
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 ★暮らし（地域づくり）施策テーマ２ 信州に根づくつながりの継承 

国の戦略パッケージ： 

（キ）ふるさとづくりの推進 

 

 

暮らし（地域）の施策⑤ 郷土への愛着心を育む 

村誌に代表される村の歴史のほか、村民の人々の暮らしや出来事を記録し、次世代に伝承する

村誌を、デジタルアーカイブ等現代の技術を使って作成・編さんする取組を通じ、先人の知恵の

伝承、災害の歴史を学んで、未来の村びとへの記録づくりを通じて、地域のコミュニティを再生

します。 

また、村の各種行事は郷土愛を育む場として、小中学校の子どもたちを中心に、活発的に関わ

りをもてる機会をつくります。 

 

■主な事業■ 

・子どもたちの伝統行事への参加 

・村行事への協力、盛上げる団体の育成 

・伝統行事、イベント等のデジタルアーカイブ 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

平谷村アーカイブ作成と公開 基準値なし ⇒ 一般公開 
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 ★暮らし（地域づくり）施策テーマ３ 地域の絆「しあわせ健康県」の実現 

国の戦略パッケージ： 

（キ）ふるさとづくりの推進 

 

 

暮らし（地域）の施策⑦ 村民の元気づくり 

高齢者の健康維持が求められている平谷村での村民健康づくり対策として、健康づくりにつ

ながるコミュニティ活動への支援や、体を動かすことができる環境整備を通じて、住民が自ら主

体的に取り組む仕組みをつくり、村民の健康寿命延伸を図ります。 

具体的には、要支援・要介護状態にならないような、「予防」の視点を重視した健康づくり活

動を実施します。そのため、新しい総合事業の様々なシーンで新たに担い手となる住民ボランテ

ィアを育成し、その活動を支援します。 

また、公共施設を利用した運動ができる施設の整備等を検討します。 

 

■主な事業■ 

・人間ドック、脳ドックの助成 

・公共施設を利用した健康づくり拠点の整備 

・健康に関する講演会等の開催 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 基準値（現状値）  平成 31年 

要介護認定率 17.3％(33 人) 

(H26) 
⇒ 15％ 

人間ドック、脳ドックの助成者数 ８人(H26) ⇒ 10人 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定率：介護保険事業計画 P4、16 参照 

助成：平成 26 年度実績 


